
当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、主に介護サービス費・居住費・食費からなり、介護サービス費は、
利用者が１割～3割負担、居住費と食費は全額自己負担であり、月額の目安は以下の通りです。

要介護度
食費

（日額）

（※その他加算等についての詳細は裏面をご覧ください。）
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利用者
負担段階

介護
サービス費
（日額）
１割負担

介護
サービス費
（日額）
２割負担

介護
サービス費
（日額）
3割負担

居住費
（日額）

月額計算例
（１割負担）

※３１日で計算　＋(加算）

月額計算例
（2割負担）

※３１日で計算

月額計算例
（3割負担）

※３１日で計算

要介護１

第1段階

670円 1,340円 2,010円

880円 300円 57,350円

150,381円

1,370円 1,360円 105,400円

第４段階 2,066円 1,445円 129,611円

171,151円

第2段階 880円 390円 60,140円

第３段階-① 1,370円 650円 83,390円

第３段階-②

177,661円

第2段階 880円 390円 62,310円

第３段階-① 1,370円要介護２

第1段階

740円 1,480円 2,220円

880円

第４段階 2,066円

650円 85,560円

第３段階-② 1,370円 1,360円 107,570円

300円 59,520円

154,721円

1,445円 131,781円

要介護３

第1段階

815円 1,630円 2,445円

880円 300円 61,845円

184,636円

第2段階 880円 390円 64,635円

第３段階-① 1,370円 650円 87,885円

第３段階-② 1,370円 1,360円 109,895円

第４段階 2,066円 1,445円 134,106円

159,371円

189,007円

第2段階 880円 390円 66,092円

第３段階-① 1,370円要介護４

第1段階

862円 1,724円 2,586円

880円

第４段階 2,066円

650円 89,342円

第３段階-② 1,370円 1,360円 111,352円

300円 63,302円

162,285円

92,225円

1,445円 135,563円

要介護５

第1段階

955円 1,910円 2,865円

880円 300円 66,185円

第３段階-② 1,370円 1,360円 114,235円

第４段階 2,066円 1,445円 138,446円

168,051円 197,656円

第2段階 880円 390円 68,975円

第３段階-① 1,370円 650円



区 分 料金

※食費は１食以上提供した場合に日額を計上します。
※外泊・入院時は外泊加算とお部屋代を頂きます。
　外泊加算（246円/日）お部屋代（2,006円/日）

※その他の料金として、以下のサービスは契約者の負担となります。
　①理髪料金・・・1,000円/回
　②日常生活上必要とする諸費用実費
　（ティッシュペーパーや歯ブラシ、シャンプー、髭そり等）
　③複写物の交付・・・10円/枚
　④レクリエーション、クラブ活動等の
　　材料費を頂く場合があります。
　⑤特別な食事（嗜好品・酒等）
　　入居者や契約者のご希望に基づいて
　　特別な食事（提供する食事以外）を
　　提供します。利用料金：実費

※利用者負担段階認定該当要件 ✿入居者に共通して加算される費用✿

所得の状況 預貯金等の資産の状況 加算項目 加算項目 料金

第２段階
非課税世帯で、本人の年金収入が

（遺族年金・障害年金含む）
年間８０万円以下の方

単身：650万円以下
夫婦：1650万円以下

精神科医師的療養指導加算 5単位/日

第１段階
生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

個別機能訓練加算Ⅰ 12単位/日

口腔衛生管理加算Ⅱ 110単位/月

栄養マネジメント強化加算 11単位/日 経口維持加算Ⅰ 400単位/月

４単位/日

個別機能訓練加算Ⅱ 20単位/月 看護体制加算Ⅱ 8単位/日

看護体制加算Ⅰ

第３段階-②
非課税世帯で、本人の年金収入が

（遺族年金・障害年金含む）
年間120万円超えの方

単身：500万円以下
夫婦：1500万円以下

ADL維持等加算Ⅰ 30単位/月

第３段階-①

非課税世帯で、本人の年金収入が
（遺族年金・障害年金含む）

年間８０万円以上120万円以下の
方

単身：550万円以下
夫婦：1550万円以下

日常生活継続支援加算 46単位/日

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位/月

ADL維持等加算Ⅱ 60単位/月 排泄支援加算Ⅰ 10単位/月

100単位/月

自立支援促進加算 280単位/月 科学的介護推進体制加算Ⅰ 40単位/月

経口維持加算Ⅱ

13単位/月

協力医療機関連携加算 5単位/月 生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位/月

※配偶者が別世帯の場合でも課税状況の有無・資産の状況は算
定されます。

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数（基本単価+加算単価）に加算率（14.0％）を乗じた単位数

第４段階 課税世帯で上記以外の方 上記以外の方
夜勤職員配置加算 18単位/日 褥瘡マネジメント加算Ⅱ

1食6単位

若年性認知症入所者受入加算 個別の担当者による対応 120単位/日

※第１段階～第３段階の軽減適用を受けるには、市町村の発行
する「介護保険負担限度額認定証」等が必要です。 ✿該当者のみ加算される費用✿

加算項目 内容等 料金

初期加算 入所、再入所後30日間算定 30単位/日

※電化製品を持ち込む場合は、別途費用がかかりますので事前にご相談
下さい。

※１単位10.0円に負担割合をかけた金額になります

看取り加算Ⅰ 死亡日の前々日と前日 680単位/日

看取り加算Ⅰ 死亡した日 1,280単位/日

看取り加算Ⅰ 死亡日から遡り45日前から31日前まで 72単位/日

看取り加算Ⅰ 死亡日から遡り30日前から4日目まで 144単位/日

療養食加算 療養食の提供


